
長期投与制限の原則廃止に伴い. 90日

分処方や 120日分処方などが増えてい

ますが，先日，当薬局に処方せんを持ってきた患

者から分割調剤の申し出がありました。特に長期

保存が困難な医薬品ということではなく，また，

当薬局では在庫もあり，処方された回数分を調剤

できる状態でしたが，患者側からの希望というこ

ともあり，どうすればよいのか戸惑いました。分

割調剤する際の原則として. r処方薬の長期保存の

困難その他の理由によって分割して調剤する必要

がある場合Jとありますが.rその他の理由」とは

具体的にどのようなことを指しているのでしょう

か。また，分割調剤した際の調剤基本料や調剤料

などについても教えてください。

(長野県
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則 14l:l分を投与限度とされていたものが，

という制限ではなく，医師の裁量に委ねら

れることがより明確に規定されました (f保険医療機関及

このような

調剤をしていて疑問に思ったこと.

てe 医師または患者さんに闘力、れて困ったこと.
一 …
.... IT'¥ 医師に疑義照会して対応したが

" いま一つ納得できないこと.ありませんか?

皆さんの疑問に各分野の専門家がお答えいたします。

どしどし質問してください。

「質問の募集」要項は67頁にあります。

なお.回答は本誌に掲識することによってのみ行います。

電話やファクシミリによる回答はご容赦ください。

また，特殊なケースの質問は

採用されないこともありますので予めご了承ください。

「何日分までJ
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剤.調
方

処

び保険医療養担当規則J)。これにより. 2002年4月以降，

内服薬(新薬・麻薬 ・向精神薬を除く)においては 14日分

を超える 30日分， 90日分， 120 円分などといった長期投

分割調剤の原則

関
川
船

医

，

患者の希望

匿名希望)

分割調斉IJにあたっては，長期保存が困難な

、医薬品が処方された場合や処方医の指示に

そのイ也のケースと

しては，患者の状況や患者からの訴えなども十分に踏ま

え，あらゆる面からその必要性を判断する ことが求めら

より実施することはもちろんですが，

才します。

す。 2002年度診療報酬改定に伴い長期投与制限が原則廃止
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それまで l回の処方につき原内服薬にあっては，され，
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表 分割調剤時における点数イメージ(モデルケース)

調青IJ基本料 49点 49点 49点 49点

調音IJ料 90点 80点 10点 80点 80点

薬剤服用歴管理・
17点 17点 17点 17点

指導料

特別指導加算 30点 30点 30点 30点

調剤情報提供料 15点 15点 15点 15点

薬剤l料 600点 300点 300点 300点 300点

合計 801点
491点 310点 491点 491点

801点 982点

〔条件〕
1. 601こl 分の 1)・JII~ :Jit (全投与量)を 30日分ずつ調布lしたと仮定

2. 調有IJ基本料の区分 ( 1 ) a (A薬局， s薬局， C薬局ともに49点)
3. 各種製剤加算:該当なし

4.指導管理科.薬斉IJsf{}fjJs'管楼・指導料，特別指導力1J'l';):(fJの l!ill日)，
調剤情報提供料

5. 薬斉IJ料 10点/日
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主誌が日立つようになり，保険薬局においては分割前j剤を

実施する機会が少しずつ増え始めました。

分割調剤の考え方については， r投与日数が長期間にわ

たる処方せんによって調布lを行う場合であって，処方薬

の長期保存の|刻灘その他のE理由によって分割して調剤す

る必要がある場合Jとされています (2002年 3月8日保医

発第0308001号，厚生労働省保険局医療課長通知)。この

内容からわかるように，分割問剤の具体例としては，長

期保存がlき|難なケース以外は特に明確に示されているわ

けではありません。しかし，処方医の指示を受けて実施

する場合はもちろんですが，その他，患者の状況や患者

や家族からの訴えに恭づく場合などさまざまなケースが

考えられます。保険薬局では，それぞれのケースからそ

の必要性を総合的に，かつ，適切に判断した上で実施す

ることが求められます。ただし，必ずしも保険薬局およ

び保険薬剤師が勝手に判断・実施しでかまわないという

わけではありません。処方医としても，分割調剤したこ

とを承知しておく必要があるでしょうから，処方医への

連絡・報告などを忘れずに行い，十分な連機を図りなが

ら実施することが求められます。

なお，分割調剤の際における調剤技術料，指導管理科，

薬剤料の点数の考え方については，表のとおりです。主

な留意点としては枚の処方せんに記載されている分量
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を何回分割しでも，同ーの保険薬局で調斉IJを受ける限り，

患者負担については一括して全量を調剤した場合との差

は生じないという ことです。その反而， 1枚の処方せんを

複数の保険薬局で調剤を受ける場合には，患者負担が増

加してしま うので，患者にはその旨を十分説明し，でき

るだけ lカ所の保険業局で調剤を受けるように勧めるこ

とが必要でしょ う。

また，調剤i斉みとならなかった処方せんについては，

次回以降の調剤を受けるため，調斉Ij量などの必要事項を

記入した上で患者へ返却することになっています。

本誌2003年9月号の「今月の話題」の

中で，医療機関の待合室にいる患者に

保積薬局が調剤した薬を届けることは不正請求に該

当する，とありました。これは本当ですか。

(岩手県匿名希望)

処方せんにより調剤した薬剤を保険医療機

関の待合室にいる患者に届けたという事実

だけをみて，ただちに不正請求に該当すると断定できる

わけで、はありません。しかし，保険医療機関の待合室に

薬剤を腐けるという行為が常態化し，さらには処方せん

が交付されていることさえ患者が知らないままに行われ

ているという事実があれば，それは不正請求に該当して

いるものと判断されるでしょう。

健康保険法に恭づく「保険薬局及び保険薬剤師療養担

当規則」や「保険医療機関及び保険医療養担当規則」で

は，健康保険事業の健全な運営の確保に努めることや，

特定の保険薬局への誘導の禁止などが規定されています。

医薬分業としての目的や意義を考えた場合， 保険楽局が

保険医療機関の待合室へ調剤した薬剤を届けるという行

為は認め られるようなことではありません。また，それ

を通常のサービス行為として常態化しているのであれば，

本来は院内投楽として給付されるべきものであると解釈

されるでしょう 。

しかし，処方せんの交付を受けた患者が保険医療機関

の待合室で急に具合が悪くなり，動けなくなってしまう

こともまれにあると思いますので，そのよ うなケースま

で絶対に秘め られないということではないと考えます。
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